
議案第８５号 

 

三田市福祉医療費の助成に関する条例及び三田市子育て支援のための    

医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

三田市福祉医療費の助成に関する条例及び三田市子育て支援のための医療費の助

成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

平成３０年１１月２８日提出 

 

三田市長 森  哲 男    



三田市条例第  号 

 

三田市福祉医療費の助成に関する条例及び三田市子育て支援のための    

医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

（三田市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第１条 三田市福祉医療費の助成に関する条例（平成４年三田市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第１６号中「免除された者」の次に「並びに同法第２９２条第１項第１

１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生

死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母とな

つた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第２９

５条第１項（第２号に係る部分に限る。以下この号において同じ。）の規定により

当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第２９２条第１項第１２号中

「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明ら

かでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子

であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第２９５条第１

項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者」を加え、同条第１８

号中「保険者である国、地方公共団体」を「保険者である地方公共団体」に改め

る。 

付則に次の１項を加える。 

４ 第３条第１項第２号中「地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２条

第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定によって課する所得割を

除く。）の額」は、第３条第１項第２号に定める者が同法第２９２条第１項第１

１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の

生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母

となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号

イに該当する所得割の納税義務者又は同項第１２号中「妻と死別し、若しくは

妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定

めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻

をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者で



あるときは、同法第３１４条の２第１項第８号に規定する額（当該者が同法第

２９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をし

ていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚

姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み

替えた場合に同法第３１４条の２第３項に該当する者であるときは、同項に規

定する額）に同法第３１４条の３第１項に規定する率を乗じて得た額を控除す

るものとし、読み替えた場合に所得割非課税者であるときは、所得割の額を０

として算定するものとする。 

（三田市子育て支援のための医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第２条 三田市子育て支援のための医療費の助成に関する条例（平成２２年三

田市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第９号中「保険者である国、地方公共団体」を「保険者である地方公

共団体」に改め、同条第１０号中「免除された者」の次に「並びに同法第２９

２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしてい

ない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻

によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替

えた場合に同法第２９５条第１項（第２号に係る部分に限る。以下この号にお

いて同じ。）の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法

第２９２条第１項第１２号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をし

ていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを

「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と

読み替えた場合に同法第２９５条第１項の規定により当該市町村民税が課さ

れないこととなる者」を加える。 

付則に次の１項を加える。 

５ 第４条第１項第３号中「地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２条

第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定によって課する所得割を

除く。）の額」は、第４条第１項第３号に定める者が同法第２９２条第１項第１

１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の

生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母

となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号

イに該当する所得割の納税義務者又は同項第１２号中「妻と死別し、若しくは



妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定

めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻

をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者で

あるときは、同法第３１４条の２第１項第８号に規定する額（当該者が同法第

２９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をし

ていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚

姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み

替えた場合に同法第３１４条の２第３項に該当する者であるときは、同項に規

定する額）に同法第３１４条の３第１項に規定する率を乗じて得た額を控除す

るものとし、読み替えた場合に所得割非課税者であるときは、所得割の額を０

として算定するものとする。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の三田市福祉医療費の助成に関する条例及び三田市子育

て支援のための医療費の助成に関する条例の規定は、平成３０年９月１日以降に

行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る

医療費の助成については、なお従前の例による。 

 


